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○大東市隣接地等取得費補助金交付要綱 

平成２９年８月３０日 

要綱第３７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例（平成３１年条例第３号）及

び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則（平成３１年規則第６号）に定めるも

ののほか、長期にわたり空家、空地となる可能性が高い狭小地の有効な利活用を促し、

ゆとりある安全で安心な住宅地を形成することによって、防災、景観等の住環境の向上

に寄与するため、大東市隣接地等取得費補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 現住宅地 本市内に所在し、居住の用に供する一戸建て住宅又は長屋住宅が立地

する土地をいう。 

(2) 隣接地 ５０平方メートル以下の民有地であって、現住宅地と２メートル以上隣

接するものをいう。 

(3) 敷地増し 現住宅地とあわせて一体的に利用するために隣接地の所有権を新たに

取得し、現住宅地の敷地面積を増やすことをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる個

人及び法人とする。 

(1) 個人にあっては、現住宅地の所有者、現住宅地の所有者の２親等以内の直系親族

又は現住宅地の所有者の配偶者の２親等以内の直系親族のうち、次に掲げる要件の全

てを満たすものであること。 

ア 申込み（第７条の規定による申込みをいう。以下同じ。）の時点において、隣接

地を有償取得し、所有権移転登記を完了していること。 

イ 申込みを行おうとする年度の前年度分の本市の固定資産税及び都市計画税の滞納

がないこと。 

ウ 大東市暴力団排除条例（平成２５年条例第５号）第２条第２号に規定する暴力団
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員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

(2) 法人にあっては、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「宅建業

法」という。）第３条第１項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者（以下「宅地建

物取引業者」という。）のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 

ア 申込みの時点において、隣接地を有償取得し、所有権移転登記を完了しているこ

と。 

イ 申込みを行おうとする年度の前年度分の本市の固定資産税及び都市計画税の滞納

がないこと。 

ウ 大東市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団又は大東市暴力団排除条例

施行規則（平成２５年規則第６０号）第３条第５号に規定する事業者でないこと。 

（補助対象費） 

第４条 補助金の交付の対象となる費用（以下「補助対象費」という。）は、補助対象者

が行う隣接地及び隣接地上の建物（以下「隣接地等」という。）の取得に要する次に掲

げる費用とする。 

(1) 測量及び明示費用 

(2) 登記費用 

(3) 不動産取得に係る仲介手数料 

(4) 不動産取得費用 

（補助要件） 

第５条 補助金は、次に掲げる要件の全てを満たす場合でなければ、交付しないものとす

る。 

(1) 現住宅地及び隣接地は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区

域を含まないものであること。 

(2) 隣接地等は、次に掲げる者が所有していたものでないこと。 

ア 第３条第１号に規定する補助対象者の２親等以内の直系親族 

イ 第３条第１号に規定する補助対象者の配偶者の２親等以内の直系親族 

ウ 現住宅地を所有する個人の２親等以内の直系親族 

エ 現住宅地を所有する個人の配偶者の２親等以内の直系親族 

(3) 敷地増し後の土地は、次に掲げる現住宅地の区分に応じ、それぞれ次に定める敷
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地の規模を満たすこと。 

ア 一戸建て住宅が立地する土地 大東市開発指導要綱（平成７年４月１日制定）別

表第２に定める面積 

イ 長屋住宅が立地する土地 ５０平方メートル以上 

(4) 隣接地等は、過去にこの要綱に基づく補助金の交付の対象となっていないこと。 

(5) 隣接地上に建物がある場合は、申込みの時点において、補助対象者が、当該隣接

地上の建物を有償取得し、所有権移転登記を完了していること。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、第４条第１号から第３号までの費用の額にそれぞれ２分の１を乗

じて得た額の合計額に、同条第４号の費用の額に次の各号に掲げる現住宅地の区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加えた額（その額に１，０００円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てた額）又は５００，０００円のいずれか低い方の額

とし、予算の範囲内で交付するものとする。 

(1) 一戸建て住宅が立地する土地 １０分の１ 

(2) 長屋住宅が立地する土地 ２分の１ 

（申込み） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、隣接地等の所

有権を取得し、所有権移転登記を完了した日から起算して３か月を経過する日までに、

大東市隣接地等取得費補助金交付申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、

市長に申し込まなければならない。 

(1) 申込者が、宅地建物取引業者であることが分かる書類（宅建業法による免許の写

し）（申込者が法人である場合に限る。） 

(2) 現住宅地及び隣接地等の所在地、位置関係及び所有者が分かる書類（公図及び登

記事項証明書等） 

(3) 現住宅地と隣接地が２メートル以上隣接していることが分かる書類（現況写真

等） 

(4) 申込者と現在宅地の所有者との関係が分かる書類（戸籍謄本等）（申込者と現住

宅地の所有者が同一の者である場合を除く。） 

(5) 隣接地等について、申込者及び申込者の配偶者の２親等以内の直系親族並びに現

住宅地の所有者及び現住宅地の所有者の配偶者の２親等以内の直系親族が所有してい
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たものでないことが分かる書類（戸籍謄本等）（申込者が個人である場合に限る。） 

(6) 申込者に課された固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書 

(7) 調査の同意書兼誓約書（様式第２号） 

(8) 補助対象費に係る請求書、明細書及び支払額を証する領収書の写し 

(9) 隣接地等の取得が完了したことを証する書類（売買契約書の写し及び登記事項証

明書等） 

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、申込みがあったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査をし

た上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を大東市隣接地等取得費補助金交付決定

通知書（様式第３号）により、当該申込者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる条件を付すものとする。 

(1) 現住宅地と隣接地を一体的に利用すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（請求） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに大東市隣接地等取得費補助金交付請

求書（様式第４号）により市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認められるとき。 

(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。 

(3) この要綱の規定に違反したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めると

き。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、大東市隣接地等

取得費補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により補助金の交付の決定を受けた者

に通知するものとする。 
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（補助金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、大東市隣接地等取得費補助金返還命

令書（様式第６号）により、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。 

附 則（平成３０年要綱第１８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、公布の日の３か月前の日（以下「適用日」とい

う。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱の規定は、適用日以後に隣接地等を有

償取得し、所有権移転登記を完了した者の補助金の交付について適用する。 

３ 改正前の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱の規定により作成した用紙は、改正後

の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成３０年要綱第６８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）第６条の

規定は、この要綱の施行の日以後にあらたに申込みのあった補助金の額について適用

し、改正前の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱（以下「旧要綱」という。）第６条

の規定による補助金の額の一部について交付を受けた者における新要綱第６条の規定

は、同条中「同要綱第４条第１号から第３号までの費用の額にそれぞれ２分の１を乗じ

て得た額の合計額に、同条第４号の費用の額に１０分の１を乗じて得た額を加えた額

（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）」とあるのは「同要
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綱第４条第１号から第３号までの費用の額にそれぞれ２分の１を乗じて得た額の合計額

に、同条第４号の費用の額に１０分の１を乗じて得た額を加えた額（１，０００円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）からすでに交付を受けた補助金の額を減

じた額」と読替えて適用する。 

３ 新要綱第７条の規定は、この要綱の施行の日以後に行うあらたな補助金の交付の申込

みについて適用し、旧要綱第６条の規定による補助金の額の一部について交付を受けた

者における新要綱第７条の規定は、同条中「隣接地等の所有権を取得し、所有権移転登

記を完了した日から起算して３か月を経過する日までに」とあるのは、「市長が別に指

定する日までに」と読替えて適用する。 

附 則（平成３１年要綱第２３号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日

以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助

金等の交付等については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年要綱第４３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年要綱第１１７号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年要綱第２４号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるもの

とみなす。 

３ この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

附 則（令和５年要綱第２２号）抄 
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（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年要綱第２５号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に

申込みのあった大東市隣接地等取得費補助金（以下この項において「補助金」とい

う。）の交付に適用し、同日前に申込みのあった補助金の交付については、なお従前の

例による。 

３ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるもの

とみなす。 

４ この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

   附 則（令和８年要綱第１７号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第７条中第９号を第１０号と

し、第６号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に１号を加える改正規定

は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に

申込みのあった大東市隣接地等取得費補助金（以下この項において「補助金」とい

う。）の交付に適用し、同日前に申込みのあった補助金の交付については、なお従前の

例による。 
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